
１　趣　旨
　徹底した総人件費の削減等を内容とする財政健全化計画又は、公営企業経営健全化計画を策定し、行政
改革を実施する地方公共団体を対象に、平成１９年度から公的資金 （旧資金運用部資金・旧簡易生命保険
資金・公営企業金融公庫資金）の補償金免除繰上償還を行い、高金利 （５％以上）地方債の公債費負担を
軽減する。
※補償金・・・公的資金の繰上償還を実施する場合、未償還利子相当分を補償金として支払わなければならない。
２　概　要

・実質公債費比率１５％未満 ・実質公債費比率１５％以上 ・実質公債費比率１８％以上

・経常収支比率８５％以上 　 　

　もしくは財政力指数0.5以下 　

・経常収支比率８０％以上

　もしくは財政力指数0.55以下 　
・資本費が基準１の値未満 ・資本費が基準１の値以上 ・資本費が基準２の値以上
・実質公債費比率１５％以上 　
・経常収支比率８５％以上
　または財政力指数0.5以下 　

　供給水量当たりの利息＋減価償却費等

　有収水量当たりの汚水分元利償還金

４　繰上償還額 単位：千円

※　繰上償還の財源については、主に借換債（民間金融機関・公営企業借換債）で対応。
※　公的資金補償金免除繰上償還等に係る財政健全化計画・公営企業経営健全化計画については、平成１９年９月
２７日付け財務大臣・総務大臣あて承認申請。平成１９年１２月２１日付け財務大臣、平成１９年１２月２２日付け総
務大臣より承認済み。
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３　公営企業の資本費（元利償還金比率）
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